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 今後の取組方針（検証結果）
★�市民に分かりやすい言葉・表現の方法を用
いた議会運営、市民参加の推進、市長などに
対する政策提言など11項目（Ａ評価）

　➡このまま推進すべき

★�議案などに対する議員個人の賛否の公表、本
会議・委員会での議員間の自由討議（Ｂ評価）
　➡�賛否の公表は、議会機能も備えた複合市
民施設（仮称）市民センター建設の際に、
議場への採決システムの導入を検討すべき

　➡�自由討議は、本会議では未実施であった
が、引き続き制度の活用について検討す
べき

★�政策討論会の開催、積極的な政策立案（Ｃ評価）
　➡実施に至らなかった。

　福島市議会では平成26年４月に議会基本条例
を施行し、その目的を達成するため、さまざま
な取り組みを行い、その施行状況を毎年検証し
ています。

 検証内容
基本条例の３つの基本方針

に基づく取り組みを中心とした15項目

 検証方法
　各会派で会派評価を行った後、総合評価
として議会改革検討会において評価および
今後の取り組み方針を協議、決定

議会基本条例の取組状況を検証しました

福島市議会ホームページをご案内します

福島市議会のホームページに
は、本会議のライブ映像や録
画映像をはじめ、さまざまな
議会の情報を掲載していま
す。ぜひご覧ください。

❶市民に開かれた議会
❷議員間の自由闊達な議論・討議を行う議会
❸政策立案や政策提言を積極的に行う議会

今後も議会基本条例の基本理念のもと、
議会のあり方および諸課題について検討
し、市民の皆さまに分かりやすく開かれ
た議会を目指してまいります。

　各項目ごとの評価や今後の取組
方針、各会派の会派評価など詳し
い内容はこちらからご覧ください。

サイトマップ（掲載内容
一覧）をご活用ください

市議会HPは
こちらから
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市議会のしくみ（議会の流れ）

　福島市議会では会期を毎年８月１日から１年間とする通年会期制を採用しています。議案の審議、代表質
問や一般質問は１年の会期の中の９、12、３、６月に開催される「定例会議」の中で集中して行いますが、
必要に応じて「緊急会議」を開催します。また、１年を通して議会活動ができることから、各委員会が市の
課題に対して自主的に行う所管事務調査を時期を逸せずに行うことが可能です。

●本会議
　議員全員が集まって開く会議で、議会に提出
された議案などの可否を最終的に決める会議で
す。
●委員会
　議案のすべてを本会議の中で詳細に審議する
ことは困難なため、専門的、能率的に審査を行
う機関として設置しています。

常任委員会
　議案や市民の皆さまから提出された請願・陳
情の審査、所管する事務の調査などを行います。
　議員は少なくとも１つの常任委員会に所属し
ます。
　福島市議会が設置している常任委員会は次の
とおりです。
　　○総務常任委員会
　　○文教福祉常任委員会
　　○経済民生常任委員会
　　○建設水道常任委員会

特別委員会
　通常、議案は常任委員会で審査しますが、特
殊な問題や議会で特に必要と認めたときは、特
別委員会を設けて調査または審査を行います。
　福島市議会では、予算・決算特別委員会が設
置されるほか、現在は「複合市民施設に関する
調査特別委員会」を設置しています。

議会運営委員会
　議会の議事運営を円滑に進めるために専門的
に協議を行います。
　委員の定数は11人で、各会派から選出しま
す。

◆代表質問
・�構成員が３人以上の会派ごとに、会派を代表
して１人が質問します。
・�総括質問方式（一括質問の後に一括答弁する
方式）で実施し、市長及び議員改選後の初定
例会議では質問時間１人30分以内、３月定例
会議では質問時間１人60分以内で行います。

◆一般質問
・�定例会議ごとに、いずれの議員も一般質問を
行うことができます。
・�一問一答方式（質問ごとに、その都度答弁す
る方式）で実施し、質問時間は、答弁の時間
を含め１人60分以内で行います。
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代表質問と一般質問
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